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1 計画期間

2 実施体制

多久市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「法」という。）

第１５条に基づき、多久市長、多久市議会議長、教育長、代表監査委員、選挙管理委員長、農業

委員会長が策定する特定事業主行動計画です。

　Ⅰ　総論

女性活躍推進法が平成３７年度までの時限立法であることから、この行動計画の実施期間は平成２８

年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間とします。

本計画の策定・変更、同計画の円滑な実施、達成状況の点検（年一回）等を各組織の人事担者等

を構成員とした『多久市特定事業主行動計画策定・推進委員会（女性活躍推進法）』において行うこ

ととします。



現状の把握と分析

① 職員の女性の割合

　　※一般職職員

② 職員採用における女性の割合

【市役所全体】

男 女 合計 男 女 合計

36 43 79 9 10 19

36 28 64 10 11 21

23 14 37 3 4 7

32 24 56 4 5 9

22 16 38 5 5 10

【一般行政職】

男 女 合計 男 女 合計

31 17 48 7 5 12

20 10 30 4 2 6

17 10 27 2 1 3

17 11 28 1 3 4

14 10 24 3 1 4

③ 継続勤務年数の男女差

　Ⅱ　現状の把握と分析

平成１７年 213 60 28.2%

60 29.0%

197 61 31.0%

女性比率

≪分析≫

女性職員の比率は高くなっていたが、女性の早期退職が続き女性職員の比率が低下している。

≪分析≫

近年の中途退職の状況は（医療職を除く一般職職員）定年前早期退職制度（５０歳以上）で退

職する状況がある。勤続期間では３５年を超える期間での退職となっているが男女差について差はない。

なお、結婚や育児を契機とした退職事案は発生していない状況である。

41.7% 25.0%

26年度

25年度

24年度

23年度

22年度

33.3% 33.3%

37.0% 33.3%

39.3% 75.0%

申込者数 合格者数
女性比率

35.4%

26年度

25年度

24年度

23年度

22年度

52.4%

37.8% 57.1%

42.9% 55.6%

54.4% 52.6%

43.8%

申込者数
女性比率

合格者数
女性比率

平成２７年

平成２２年

全職員数 女性職員数 比率

207

41.7%

42.1% 50.0%

≪分析≫

職員採用時においては、全体・一般行政職についても３０％を超える女性の申込、合格者数に達してい

る。

また、女性割合は年々増加してきている。



④ 超過勤務の状況

【平成２５年度】 【平成２６年度】

4月 4月

5月 5月

6月 6月

7月 7月

8月 8月

9月 9月

10月 10月

11月 11月

12月 12月

1月 1月

2月 2月

3月 3月

合計 合計

⑤ 管理職の女性の割合

【全管理職に占める女性割合】

全管理職数 ２３人

女性管理職数 ２人

女性の割合

⑥ 各役職段階の職員の女性割合

94.8

11.1

1,454 252

6.8

2,798 252

2,169 252

5.8

1,247 4.9

6.1

8.6

7.4

7.5

8.3

8.6

30代

2,660

2,147 246 8.7

2,205

23,886 252

1,533 252

252

1,892 252

2,087 252

2,160 252

時間 人数

1,538 252

8.70%

28人

平均

2,340 252 9.3

2,798 252 11.1

1,988 246 8.1

1,647 246 6.7

6.11,437 246 5.8

時間 人数 平均

比率

31.7%

21.1%

23.6%

≪分析≫

係長・課長補佐階層では階層の相当年代の女性の比率については大きな差異はないが、課長階層では

大きな差となっている。

40代

50代

人数 女性数

41人 13人

71人 15人

72人 17人

1,621 246 6.6

2,230 246 9.1

246 10.8

22,141 246 90.0

9人

2人

27.5%

21.4%

8.7%

相当年代

係長階層

課長補佐階層

5.3

246 9.0

252

1,678 246

1,870 246 7.6

人数 女性数

課長階層

102人

42人

23人

比率

≪分析≫

　選挙や会計検査、災害、確定申告などの特殊要因や、夜間の外部との会議や折衝、休日のイベント、

検診などでの時間外勤務が多くなっている。また業務単位での時間外業務のため男女の取扱の差はな

い。

　ここ数年、時間外勤務の大きな変動はなく、時間外勤務縮減に向けた取り組みが必要である。

≪分析≫

管理職に占める女性の割合については、５０代の職員に占める女性の割合（２３．６％）と比較して

も、低調になっている。また現在までの女性管理職は３名となっている。

1,353 246 5.5

1,305 246

1,870



⑦ 男女別の育休取得率と平均取得期間

【男女別の育休取得率】

【平均取得期間】

平成２５年度 １４か月

平成２６年度 １３か月

⑧ 男性の配偶者出産補助休暇の取得率・平均取得日数

H25年度～平成27年12月1日

【配偶者出産休暇等の取得率】 【配偶者出産休暇等平均取得日数】

⑨ 年次有給休暇の取得状況

【これまでの多久市の年次有給休暇の推移】

100%

2 2 100%

男性職員 女性職員

対象者

3

6

取得者

0

0

比率

0%

0%

対象者

平成２５年

取得者

平成２６年

平成２３年

38日

2.7日

比率

4

93.3%

14人

14人

取得者

取得日数

平均取得日数

対象数

取得者

比率

15人

4

≪分析≫

概ね配偶者出産補助休暇（期間中３日）は取得できている。取得していない要因として土日祝日が

あったなどが考えられる。

≪分析≫

取得率は減少しているが、特別休暇制度の充実が減少の要因と考えられる。特に『子の看護休暇』の利

用促進が図られている。

平成２４年

平成２５年

平成２６年

４年間平均

27.2%

28.1%

27.4%

25.3%

27.0%



【目標１】

女性職員の管理的地位への登用の拡大

■平成３３年度までに、管理的地位にある職員に占める女性の割合を、平成２７年度実績

　8.7％を10％以上にする。

【目標２】

男性の育児参加の拡大

■平成３２年度までに、育児休業を取得する男性の割合を5％以上とする。

■平成３２年度までに、男性職員の配偶者出産休暇の取得する割合を100％とする。

【目標３】

年間総労働時間・長時間勤務の縮減

■平成３２年度までに、職員の時間外勤務を、平成２６年度実績（月7.9時間）を10％縮減して

　月平均７時間以下とする。

■平成３０年度までに、職員の年次有給休暇の平均取得率を、平成２６年度実績（２５％）を

　年間取得率を４０％以上とする。

■平成３２年度までに、年次有給休暇の取得が０時間の職員を、０とする。

　法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の指針に関する法律に基づく特定事業主行動

計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以下「内閣府令」という。）第２条

に基づき、市長部局、市議会事務局、教育委員会事務局、監査委員事務局、選挙管理員会事務

局、農業委員会事務局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

改善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のと

おり目標を設定する。

　なお、この目標は部局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

改善すべき事情について分析を行った結果、共通する課題について最も大きな課題に対するものから順に

掲げています。

　Ⅲ　女性職員の活躍の推進に向けた数値目標



【目標１】

女性職員の管理的地位への登用の拡大

■平成３３年度までに、管理的地位にある職員に占める女性の割合を、

  平成２７年度実績（8.7％）を10％以上にする。

　

≪取組内容≫

①

②

③

【目標２】

男性の育児参加の拡大

■平成３２年度までに、育児休業を取得する男性の割合を5％以上とする。

■平成３２年度までに、男性職員の配偶者出産休暇の取得する割合を100％とする。

≪取組内容≫

①

②

③

④

平成２８年度より、出産を控える全ての男女に対し、各種両立支援制度（育児休業、配

偶者出産休暇等）の活用促進を行う。

平成２８年度より、各種両立支援制度に関する情報をハンドブックにまとめ、電子掲示板で

常時閲覧できる状態にする。

平成２８年度より、育児休暇を取得した職員の全国的な体験談をまとめ周知し、職員の育

児休業取得の啓発を行う。

　Ⅲで掲げた数値目標その他目標の達成に向け、次に掲げる取り組みを実施する。

　なお、この取り組みは市長部局、市議会事務局、教育委員会事務局、監査委員事務局、選挙管理員会事

務局、農業委員会事務局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改

善すべき事情について分析を行った結果、共通する課題について最も大きな課題に対応するものから順に掲げて

いる。

平成２８年度より、係長・課長補佐・課長の各役職段階における人材プールの確保を念頭

に置いた人材育成を行う。

平成２８年度より、女性職員を積極的に多様なポストに配置する。

平成２８年度より、女性職員のみを対象とする研修や外部研修（自治大学校、市町村ア

カデミー等）への派遣を行う。

平成２９年度より、育児休業前後において、育児休業等からの円滑な復帰に資する研修や

所属職場との連絡体制確保等の体制を整える。

　Ⅳ　女性職員の活躍の推進に向けた取り組み及び実施時期



【目標３】

年間総労働時間・長時間勤務の縮減

■平成３２年度までに、職員の時間外勤務を、平成２６年度実績（月7.9時間）を10％超縮減して

　月平均７時間以下とする。

■平成３０年度までに、職員の年次有給休暇の平均取得率を、平成２６年度実績（２５％）を

　年間取得率を４０％以上とする。

■平成３２年度までに、年次有給休暇の取得が０時間の職員を、０とする。

≪取組内容≫

① 平成２８年度より、超過勤務縮減に向け、市長から全職員に対し継続的にメッセージを発信する。

②

③ 平成２８年度より、計画休暇の取得促進のための、更なる啓発の取り組みを行う。

④

平成２８年度より、毎月１９日を『育児の日（ファミリーデイ）』として、定時退庁日に設定

するとともに、管理職が職員に定時退庁を勧奨する。

平成２９年度より、モデル課において、職員の業務分担の見直しを定期的に行い、各職員の

業務の平準化を図るとともに、取り組みの結果を踏まえ、対象範囲の拡大について検討を行

う。


